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学生が「行きたい会社」と「行きたくな

い会社」

◆１万人以上が回答

株式会社毎日コミュニケーションズでは、

2012 年卒業予定の学生を対象に実施した「大

学生就職意識調査」の結果を発表しました。

この調査は 1979 年から毎年実施されている

ものであり、今回は、全国の大学生・大学院

生 10,768 名が回答しています。

この調査結果から、学生たちの就職に関す

る考え方、行きたい会社・行きたくない会社

に関する本音が垣間見えます。採用活動の際

の参考にしてみてはいかがでしょうか。

◆学生たちの就職に対する考え方は？

学生の就職観についての質問では、上位か

ら、「楽しく働きたい」（32.6％）、「個人の生

活と仕事を両立させたい」（21.2％）、「人のた

めになる仕事をしたい」（17.5％）、「自分の

夢のために働きたい」（11.0％）の順でした。

逆に、「出世したい」（1.1％）、「収入さえ

あればよい」（1.6％）、「社会に貢献したい」

（6.3％）などの回答は少なくなっています。

◆どんな会社に行きたいか？

行きたい会社の規模に関する質問では、

「大手企業志向」が 41.4％（前年比 5.6 ポイ

ント減）、「中堅・中小企業志向」が 53.4％（同

5.8 ポイント増）となり、中堅・中小企業へ

の就職を希望する人の割合が大幅に増えてい

ます。

また、就職企業選択の際のポイントに関す

る質問では、「自分のやりたい仕事（職種）が

できる会社」（43.9％）、「安定している会社」

（22.6％）、「働きがいのある会社」（22.0％）、

「社風が良い会社」（17.2％）、「これから伸

びそうな会社」（12.1％）が上位を占めました。

◆行きたくないのはどんな会社？

逆に、行きたくない会社に関する質問では、

「暗い雰囲気の会社」（44.6％）、「ノルマの

きつそうな会社」（32.7％）、「仕事の内容が

面白くない会社」（22.4％）、「転勤の多い会

社」（19.7％）、「休日・休暇がとれない（少な

い）会社」（18.0％）の順に多くなっています。

パート労働の問題点と今後の改正につ

いて

◆様々な問題点が

パート労働については、不安定な雇用、正

社員との待遇（賃金・労働条件）の格差、容

易な労働条件の引下げ、権利行使や団結権の

抑制などについて、多くの問題点が指摘され

ています。それらの問題点を解消するため、

パートタイム労働法（正式名称は「短時間労

働者の雇用管理の改善等に関する法律」につ

いては、平成 19 年に改正が行われ、平成 20

年４月１日から施行されています。

◆前回の改正からまもなく３年が経過

上記の改正法の附則では「政府は、この法

律の施行後３年を経過した場合において、こ
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の法律による改正後の短時間労働者の雇用管

理の改善等に関する法律の規定の施行の状況

を勘案し、必要があると認めるときは、当該

規定について検討を加え、その結果に基づい

て必要な措置を講ずるものとする」とされて

いました。 そして先日、改正法の施行後３年

目を迎えていることから、今後のパートタイ

ム労働対策について検討を行うための「今後

のパートタイム労働対策に関する研究会」が

厚生労働省内に立ち上げられました。

◆今後の法改正に向けて

この研究会は、（１）パートタイム労働の

実態、（２）パートタイム労働の課題、（３）

今後のパートタイム労働対策について検討す

ることを大きな目的としています。

パート労働者のさらなる待遇改善を図る

ため、より具体的には、「通常の労働者との間

の待遇の異同」、「通常の労働者への転換の推

進」、「待遇に関する納得性の向上」「パート

タイム労働法の実効性の確保」について、今

後議論が重ねられ、今後の法改正に向けて議

論が深められていくと思われます。

企業にも大きな影響を与えかねないパー

ト労働者の取扱いについて、今後の議論の行

方を見守りたいところです。

社会保障・税の「共通番号制」開始に向

けて

◆2015 年スタートの方針

政府の「社会保障・税に関わる番号制度に

関する実務検討会」は、国民一人ひとりに番

号を配り、2015 年１月に利用を開始する基本

方針を明らかにしました。年金手帳や健康保

険証などの機能を IC カード１枚にまとめて

配布し、利便性を向上させるもので、秋の臨

時国会での関連法案の提出を目指しています。

◆「共通番号制」導入でどうなる？

共通番号制導入に伴って配布される IC カ

ードに、年金手帳、健康保険証などの機能を

持たせることにより、個人にかかっている医

療費などを国が一元的に把握することができ

ます。政府は、自分の過去の医療費や年金給

付などをインターネット上で確認できる「マ

イ・ポータル」の創設も検討しています。

共通番号制度導入により、金融資産や不動

産取引などから発生する総合的な所得を国が

把握しやすくなると思われます。

◆低所得者への新たな給付の検討

このような正確な所得把握を前提に議論

されているのが、減税と現金給付を組み合わ

せることにより低所得者を支援する「給付付

き減税控除」です。これは、減税の恩恵が十

分に行き渡らない低所得者に現金を給付する

仕組みであり、消費税増税における低所得者

対策の一環として位置付けられているようで

す。経済界などでは、「消費税増税の環境整備

になる」などとして、正確な所得把握に繋が

る番号制導入に前向きな声も多いようです。

◆プライバシーへの配慮は不可欠

ただ、国が所得を正確に把握するためには、

金融機関などにも番号活用を義務付ける必要

があり、それにより民間にも事務コストが発

生する可能性があります。企業にも、従業員

の給与等を管理している社内の番号を納税者

番号に結び付けるシステム構築などが求めら

れる可能性もあり、負担がないわけではあり

ません。また、番号を利用する範囲が広がれ

ば、取り扱う個人のプライバシー情報も増え

るため、情報流出の危険性も広がります。共

通番号を利用する範囲や番号の目的外利用を

防ぐ仕組みについて、今後さらに議論を重ね

ることが必要でしょう。

当事務所よりひと言

健康保険料率と介護保険料率が、３月分よ

り改定（アップ）になります。給与計算の際

にはご注意ください。

弊所は、中小企業経営者の身近な相談役です！

人事労務管理・就業規則・社会保険・年金でお困りのことがございましたら、お気軽にご相談下さい。


